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下古屋自治区通常総会が開催されました（３月１３日） 

出席者７５名、委任状提出者１９４名のもと、４組の梅村和礼さんが議長に選出され、総世帯

数４２８世帯の過半数である２６９名で、平成２７年度通常総会が開催されました。 ２７年度

の事業報告、決算報告と２８年度の事業計画と予算、自治区役員が承認されました。  

 

[ごあいさつ]  区長 磯村 貴史 

 ３月１３日の下古屋自治区総会において区長就任の承認を頂き、有難うございました。 

 今年は、区長として２年目になります。昨年は１年目ということで、十分に考える余裕もなく

あっという間に一年が過ぎ去ってしまいました。今年はもう少し、余裕をもって各事業、自治区

の運営に取り組んでいきたいと思います。特に、自治区の運営に関する規約等については、今後

の社会情勢の変化に対応できるよう、見直しを含め、検討してまいりたいと思っています。 

自治区の運営に関しましては、今年も従来からの基本方針である「人と人のつながりを大切に

する」「安全で安心な住み良い町づくり」「ふれあいと、ぬくもりのある自治区活動」を推進し

ていきます。今年は、下古屋地区の南に隣接する地域に複合店舗及び沿道飲食店舗出店も予定さ

れ、自治区をとりまく環境が大きく変わることになります。また、区画整理事業も造成工事が佳

境に入ってまいります。 私たちの子孫にとっても住みやすく安全、安心な自治区となるよう頑

張ってまいる所存ですので、区民の皆様のご理解、ご協力をお願い致します。 微力な私ではあ

りますが、副区長、組長、自治区各委員と協力しながら自治区の為に尽くしていきます。よろし

くお願い致します。 

下古屋 自治区だより 

副区長 
 磯村貴史 

副区長 
 梅村敏行 

区長 
 浦野憲治 

小栗一夫 副区長 磯村貴史 区長 梅村敏行 副区長 磯村区長 小栗福区長 西田福区長（会計） 



2 

 

「豚汁食べまい会」（３月１９日） 

下古屋まちづくり

委員会では、２７年

度もわくわく事業

補助金を活用して、

お鍬山の下草刈・遊

歩道の整備などし

てきました。 

３月の活動は年度

の締め括りとして、

シイタケの原木に

菌の打ち込み作業

を行い、その後、松

栄会の皆さんが調

理した温かい豚汁と協

力企業の内浜化成(株)が

用意した花見だんご、お

にぎりなど、おなかいっ

ぱいに食べ大満足の一

日でした。 

 この活動は毎月第４

土曜日の午前に、お鍬山

の頂上広場、遊歩道一帯

の整備を行っています。 

地元のお鍬山を地域

住民の憩いの場となるよう、皆さんの積極的な参加を期待します。 
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「弁財天祭事」が行われました（４月２日） 

弁財天は音楽の神様とも水の神様ともいわれて

います。篭川はその昔、通称あばれ川と言われ、

下古屋は、たびたび洪水による被害を受け、い

つの時代か定かではないが、弁財天が祭られ町

の守護を念ずるようになったそうです。戦後、

忘れられた状態でありましたが、平成４年から

祭事を再開しました。 

 

 

「子ども会 新一年生を祝う会」が開催されました（４月２４日） 

子ども会の新

一年生を祝う会

があり、おにい

さん、おねえさ

ん、といっしょ

にゲームなどを

して、楽しく、

元気よく、すご

しました。子供

たちは地域の宝

です。地域の皆

さん全員で子供

たちの健全育成

に努めましょう。 

 

弘法祭りが開催されました（４月２７日） 

弘法大師の命日の旧暦３月

２１日は、「弘法さんの日」。 

今年は４月２７日、延命寺

でもお菓子が配られました。 

延命寺の弘法さんは、区画

整理事業の関係で、現在の場

所は今年が最後になる予定で

す。来年の弘法さんは新しく

なった場所で開催される予定

です。来年は是非、お参りに

来てください。 
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   平成２８年度 自治区役員・各種団体代表者名簿 

役職名 氏   名 

役 員 

区 長 磯村 貴史 

副区長 小栗 一夫 

副区長（会計） 西田 秀明 

相談役 小栗 金夫  

評議員 木村 安雄  木村 潔  木村 駿  浦野 憲治 

監事 梅村 昭治  井口 太宏   

 

各種委員 

民生児童委員 安藤 智章   宮川 恒夫 

井郷地域会議委員 小栗 一夫   

青少年補導員 都築 政洋 

井郷コミュニティー委員
会 

青少年育成委員 西田 秀明 

福祉委員 小栗 鉱一  川合 好美 

環境安全委員 小栗 一夫   

環境委員 安藤 秀実 

交通安全委員 鈴木  勉 

スポーツ委員 原  隆  松井 利道 

女性委員 梅村 則恵  福岡 真記代  平野 裕香 

井郷まちづくりの会 木村  駿 

井郷地区防犯ネットワ
ーク会議 

近藤 一也 

 

組長 

組 氏名 組 氏名 

１組 神谷 晃平 １４組 新谷 明日香 

２組 小栗 鉱一 １５組 水野 広美 

３組 川合 勝美 １６組 奥田 達也 

４組 福岡 谷雄 １７組 平野 裕香 

５組 鈴木  勉 １８組 那須 弘三 

６組 梅村 昭治 １９組 西田 秀明 

７組 浦野 大介 ２０組 那須 弘三 

８組 磯村 昌司 ２１組 近藤 憲彦 

９組 井口 太宏 ２２組 コートレージュ 

１０組 今井 清一 ２３組 グローヴ・オ・シトラス 

１１組 木村 安雄 ２４組 松井 利道 

１２組 都築 政典 ２５組 大島マンション 

１３組 鈴木 綾子 
  

 

各種団体 

団体名 代表者氏名 

老人クラブ「松栄会」 木村  潔 

こども会 小栗 めぐみ 

ジュニアクラブ 梅村 俊文 

年行司 木村  駿 

棒の手保存会 浦野 滋行 

太鼓連 平野 恵三 

県営住宅自治会 新谷 明日香 

まちづくり委員会 磯村 貴史 

寄り合い花壇の会 安藤 敏和 

農事組合 近藤  睦 

スポーツ推進委員 今井  勝 

広報委員 
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平成２８年度 事業計画 

区分 下古屋自治区 自治区外 

月 日 事業名 日 事業名 

4 

6 

16 

21 

春の交通安全街頭活動  

28年度組長・団体長会議 

下古屋まもり隊活動 

2 

27 

弁財天祭り 

弘法さん祭事・物故者法要 

５ 

15 

19 

 

第２３回区民マレットゴルフ大会 

下古屋まもり隊活動 

 

  

６ 

 

19 

20 

 

春の環境美化活動 

下古屋まもり隊活動 

    

７ 

 

 

11 

11 

 

 

夏の交通安全街頭活動 

下古屋まもり隊活動 

1 

2 

9 

30 

31 

下古屋天王まつり 

マイタウンおいでん猿投 

八柱神社天王まつり 

豊田おいでんまつり 

井郷サマーフェスタ 

８ 

6 

21 

下古屋・天道合同夏祭り 

下古屋まもり隊活動・夜間パトロー

ル 

7 墓施餓鬼・共同墓地管理組合総会 

９ 

11 

15 

18 

21 

敬老会 

下古屋まもり隊活動   

秋の環境美化活動 

秋の交通安全街頭活動 

    

１０ 

 

16 

24 

 

第 19回区民ふれあい運動会 

下古屋まもり隊活動 

9 

23 

八柱神社秋の例大祭 

井郷ふれあい祭り 

１１ 
 

17 

 

下古屋まもり隊活動  

    

豊田マラソン 

１２ 

1 

 

17 

25 

年末交通安全街頭活動   

 

下古屋まもり隊・夜間パトロール 

友愛訪問 

3  

4 

17 

山の講  

井郷地区自主防災会防災訓練 

鎮火祭・道満さん 

１ 

 

 

19 

 

 

下古屋まもり隊活動 

1 

8 

15 

22 

元旦祭 

井郷地区新成人を祝う会 

左義長 

井郷キッズタウン 

２ 
 

13 

 

下古屋まもり隊活動 

    

３ 

6 

12 

下古屋まもり隊活動 

平成 2８年度下古屋自治区通常総会 
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メール連絡網への登録について 

 下古屋自治区では、情報伝達手段として、拡声器による放送、回覧板等を使用していますが、

これらの欠点を補完する方法として「メール連絡網」による情報配信も行っています。（拡声器

による放送、回覧板等は引き続き継続します。） 

 できるだけ多くの皆さんが登録されますようお願い申し上げます。 

 

１ 「メール連絡網」とは 

自治区内で情報伝達の必要が生じた際、登録されたメールアドレスに、情報を記録したメ

ールが一斉送信されるシステムです。 

登録方法は簡単です。パソコンまたは携帯電話から、空メール（件名、本文記載なし）を

下記のアドレスに送信するだけで登録は完了します。 

従って、個人名、住所などは一切必要なく、登録もされません。 

     shitagoya-pta@ktaiwork.jp 
※ 空メールを送信すると、登録が完了したことの通知メールが、すぐに届きます。これに登録解除の方法

（件名なし、本文に bye と入力して上のアドレスに送信する。）が記載されています。 

 

２ 「メール連絡網」利用の条件 

① パソコンや携帯電話でのメールアドレスがある方 

携帯電話のいわゆるショートメール（携帯番号だけで送信するメール）では利用できませ

ん。複数登録の制限はありません。 

② 利用者が負担するのは、メール受信に要するパケット代金のみです。 

③ このシステムの利用を希望する方（利用しない方は登録する必要はありません） 

④ このメールは一方通行です。したがってメールに返信しても無意味ですので、問い合わせ

のある方は自治区の事務所（公民館 TEL 45-4027 ）または自治区の役員に連絡して

ください。 

 

３ 「メール連絡網」を使って配信する情報 

① 区民の葬儀の情報 

② 区長が必要だと判断した情報 

 

 

メール連絡網の

QR コードです。 

下古屋公民館のご案内 

電話番号 ４５－４０２７   開設日・時間 毎週 火・金曜日 9：30 ～ 12：30 

ホームページ  http://www.geocities.jp/sitagoya/     

 
ホームページの

QR コードです。 


